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議
会
事
務
局
か
ら

平
成
20
年　

　

第
４
回
町
議
会
定
例
会

選
挙
管
理
委
員
会
か
ら

４
月
12
日（
日
）は
愛
南
町
議
会

議
員
選
挙
の
投
票
日
で
す
！

総務課から

委員を公募します！

　

本
庁
議
場
で
「
平
成
20
年
第
４
回

町
議
会
定
例
会
」
が
開
催
さ
れ
、
始

め
に
清
水
町
長
が
招
集
あ
い
さ
つ
を

行
い
、
課
の
新
設
・
廃
止
に
係
る
専

決
処
分
に
つ
い
て
「
私
の
認
識
不
足

に
よ
る
不
適
切
な
運
用
を
し
て
し
ま

い
、
関
係
す
る
方
々
や
町
民
の
皆
様

に
対
し
て
、
ご
心
配
、
ご
迷
惑
を
お

掛
け
し
ま
し
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び

し
ま
す
」
と
、
陳
謝
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
町
議
員
報
酬
及
び
特
別

職
給
料
審
議
会
条
例
の
制
定
、国
民
健

康
保
険
条
例
等
の
一
部
改
正
の
５
議

案
、
平
成
20
年
度
一
般
会
計
、
国
民
健

康
保
険
・
介
護
保
険
・
簡
易
水
道
の
各

特
別
会
計
、
上
水
道
事
業
会
計
補
正

予
算
の
５
議
案
、
県
立
南
宇
和
病
院

の
医
師
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書
等

の
３
議
案
、
計
14
議
案
が
可
決
さ
れ
、

課
設
置
条
例
の
一
部
改
正
の
専
決
処

分
の
２
議
案
、
副
町
長
及
び
監
査
委

員
の
選
任
の
２
議
案
、
教
育
委
員
会

委
員
の
任
命
の
３
議
案
、
計
７
議
案

が
不
承
認
・
不
同
意
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
澤
本

ま
こ
と

誠
議
員
か
ら
の
動
議

に
よ
る
町
長
の
不
信
任
決
議
に
つ
い

て
は
、
規
定
の
賛
成
者
に
達
せ
ず
、

否
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
那
須
芳よ

し

人と

議
員
の
議
員
辞

職
に
伴
い
、
副
議
長
選
挙
が
行
わ

れ
、
議
長
に
よ
る
指
名
推
選
の
結
果
、

篠
田
美よ

し

登の
り

議
員
が
就
任
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
篠
田
美よ

し

登の
り

、
飯
田
利と

し

久ひ
さ

、

宮
下
一い

ち

郎ろ
う

、
澤
本

ま
こ
と

誠
、
斎
藤
武た

け

俊と
し

、
畑

田
藤と

う

志し

郎ろ
う

、
新
田
房ふ

さ

男お

、
田
口
勝

ま
さ
る

、
金

澤
卓

た
か
し

、
西
口
孝

た
か
し

、
中
野
光み

つ

博ひ
ろ

、
増
元
久ひ

さ

男お

、
内
倉
長ち

ょ
う
ぞ
う

蔵
の
各
議
員
が
一
般
質

問
を
行
い
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
が
、

公
開
に
は
約
２
ヵ
月
程
度
か
か
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 12/

 11～19

　

１
月
６
日
に
開
催
さ
れ
た
選
挙
管

理
委
員
会
に
お
い
て
、
平
成
21
年
４

月
23
日
任
期
満
了
の
「
愛
南
町
議
会

議
員
選
挙
」
は
、
平
成
21
年
４
月
７

　愛南町では、次のとおり「地域包括支援センター運営
協議会」の委員を公募します。申込書は、保健福祉課
又は各支所にありますが、詳しくは、地域包括支援セン
ター（℡72－7325）へ問い合わせください。なお、他の
委員会等の委員を2以上兼務している方は応募できませ
んので、ご注意ください。

日（
火
）告
示
、
12
日（
日
）を
投
票
日

と
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。
な

お
、
今
回
の
選
挙
か
ら
議
員
定
数
が

24
名
か
ら
20
名
に
な
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
広
報
「
あ
い

な
ん
」
３
月
号
に
掲
載
し
ま
す
が
、

詳
し
く
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
（
℡

７
２
―

１
２
１
１
）
へ
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

委員の名称 地域包括支援センター運営協議会委員

職 務 の
内 　 容

　地域包括支援センターの運営全般に関する
こと。

報酬等の
条 　 件

日額 7,000円（交通費支給なし）

公募人数 １名（第１号被保険者）

任　　期 委嘱の日から平成22年3月31日まで

応募資格
町内在住の方で、年齢が65歳以上の方
（性別は問いません）

募集期間 平成21年2月5日から平成21年2月20日まで

申込み先及び
問い合わせ先

高齢者支援課〈地域包括支援センター〉
（℡７２－７３２５）
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愛南町職員の給与・定員管理等について

　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第58条の２及び愛南町人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例に基づき、愛南町職員の給与・定員管理等を公表します。また、紙面の都合上、詳細については、ホー

ムページに掲載させていただきます。なお、詳しくは、総務課職員係（℡  72－1211）へ問い合わせください。

１　総括
（1）職員給与費の状況（平成19年度普通会計決算）

歳出額
（Ａ）

人件費
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ/Ａ）

（参考）
平成18年度の
人件費率

千円

14,597,658 
千円 ％ ％

3,730,867 25.6 21.9 

（注）１　「地方財政状況調査」の区分による普通会計（一般・同
和・温泉）決算です。

　　  ２　人件費には、特別職の給与、共済組合負担金、公務災害
補償費等を含みます。

（2）職員給与費の状況（平成20年度普通会計予算）

職
員
数（
Ａ
）

給与費 一
人
当
た
り
給
与
費

（
Ｂ
｜
Ａ
）

（
参
考
）平
成
19
年
度

平
均
一
人
当
た
り
給
与
費

給　

 

料

職
員
手
当

期
末
・
勤
勉
手
当

計（
Ｂ
）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

489 1,695,413 235,798 681,073 2,612,284 5,342 5,276 

（注）１　「地方財政状況調査」の区分による普通会計予算です。
　　  ２　職員手当には、退職手当を含みません。
　　  ３　給与費は、当初予算に計上された金額です。
　　  ４　職員数は予算計上数値であり、平成20年４月１日現在

の職員数とは一致しません。

 (3) 特記事項

○　管理職手当の見直しを行い、平成19年４月１日より
△2.0％減額支給しています。

②技能労務職

区　分
公　務　員

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額

愛南町 50.9歳 56人 234,075円 271,050円

うち用務員 49.6歳 22人 222,123円 259,114円

うち自動車運転手 42.8歳 2人 208,090円 384,450円

うち清掃職員 57.3歳 1人 257,000円 268,500円

うち学校給食員 51.3歳 13人 243,689円 254,354円

うちその他技能労務職 52.1歳 18人 243,353円 271,756円

愛媛県 46.5歳 481人 326,500円 370,820円

国 48.9歳 4,784人 284,679円 320,623円

（注）１「平均給料月額」とは、平成20年４月１日現在における各
職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手
当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調
査において明らかにされているものです。　

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の初任給の状況（平成20年４月１日現在）

区　分 愛南町 愛媛県

一般行政職
大学卒 172,940円 172,940円

高校卒 140,702円 140,702円

技能労務職
高校卒 134,676円 －

中学卒 123,026円 －

（2）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成20年４月１日現在）

区　分
7年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

一般行政職
大学卒 210,221円 245,078円 292,817円

高校卒 214,549円 239,157円 254,117円

技能労務職
高校卒 225,867円 211,319円 224,134円

中学卒 － 194,164円 222,733円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成20年４月１日現在）

区　分 職務内容 職員数 構成比

６級 総括課長 11人 3.7%

５級 課長 37人 12.5%

４級 課長補佐 36人 12.1%

３級 係長・主任 71人 23.9%

２級 主査 78人 26.3%

１級 主事 64人 21.5%

（注）愛南町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

（2）昇給への勤務成績の反映状況
　愛南町職員の勤務成績の評定に関する規則に基づき、毎年１回定期的
に勤務成績の評定を行い、人事管理の基礎資料とし、公務能率の発揮及
び増進を図っています。
　勤務評定は、評定を受ける職員の所属する管理職職員が評定者とし
て、所属職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、副町長、収入
役及び総務課長が調整者として、評定結果の調整を行います。
　調整した評定結果は町長が最終確認をし、人事異動、昇任及び昇給等
に活用しています。
　勤務評定による昇給区分は以下のとおりです。

評定区分
昇給区分

A B C D E

特にすぐ
れている

すぐれて
いる

普通である
普通より
も劣る

よくない

54歳以下 号給数 8以上 6 4 2 0

55歳以上 号給数 4以上 3 2 1 0

　また、人事異動に当たっての希望、勤務状況についての自己評価、現在の仕事について
の成果などを申告する自己申告書を職員に提出させ、人事異動において活用しています。

（3）職員の平均年齢、平均給料月額の状況
　　　　　　　　　　　　（平成20年４月１日現在）

①一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

愛南町 43.9歳 294,983円 295,000円

愛媛県 43.8歳 364,034円 398,208円

国 41.1歳 325,113円 387,506円

４　職員の手当の状況
 （1）期末手当・勤勉手当（平成19年度）

区　分
愛南町 愛媛県

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

支給割合 3.00月分 1.50月分 3.00月分 1.50月分

加算措置の状況
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

１人当たりの平均支給額 1,374千円 1,749千円



14広報　　　　　　　　平成21年2月号

５　特別職の報酬等の状況
（平成20年４月１日現在）

区　分
給料月額等 平成19年度期末手当支給割合

減額後 （減額前） ６月期 12月期 計

給　

料

町　長 693,000円 (770,000円) 1.60月分 1.70月分 3.30月分

副町長 575,000円 (625,000円) 1.60月分 1.70月分 3.30月分

収入役 530,100円 (570,000円) 1.60月分 1.70月分 3.30月分

報　

酬

議　長 286,000円（　　－　　）1.625月分 1.725月分 3.35月分

副議長 227,000円（　　－　　）1.625月分 1.725月分 3.35月分

議　員 181,000円（　　－　　）1.625月分 1.725月分 3.35月分

（注）　特別職の給料月額は、愛南町特別職の職員の給料の特例に
関する条例（平成19年愛南町条例第23号）に基づき、平成20
年４月１日から平成21年３月31日まで以下のとおり減額支給
しています。

・町長　：給料月額　△10.0％減額（770,000円→693,000円）
・副町長：給料月額　△  8.0％減額（625,000円→575,000円）
・収入役：給料月額　△  7.0％減額（570,000円→530,100円）

（2）部門別職員数の状況と主な増減理由（平成20年4月1日現在）

区分

部門

職員数

主な増減理由平成
19年

平成
20年

対前年
増減数

一
般
行
政
部
門

議　会 3人 3人 0人

総　務 72人 72人 0人

税　務 15人 14人 △1人 事務の統廃合縮小による減員

民　生 138人 127人 △11人
保育所統廃合縮小等によ
る減員

衛　生 58人 51人 △7人 事務の統廃合縮小による減員

農林水産 33人 32人 △1人 事務の統廃合縮小による減員

商　工 11人 10人 △1人 事務の統廃合縮小による減員

土　木 19人 18人 △1人 事務の統廃合縮小による減員

小　計 349人 327人 △22人

特
別
行
政
部
門

教　育 107人 102人 △5人 事務の統廃合縮小による減員

消　防 45人 43人 △2人 事務の統廃合縮小による減員

小　計 152人 145人 △ 7人

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病　院 38人 39人 1人
病院看護師スタッフ充実
による増員

水　道 15人 14人 △1人 事務の統廃合縮小による減員

交　通 5人 2人 △3人 退職者不補充による減

下水道 1人 1人 0人

その他 23人 24人 1人
地域包括支援ｾﾝﾀｰのス
タッフ充実による増員

小　計 82人 80人 △2人

合　計 583人 552人 △31人

（注）　職員数は、一般職に属する職員数（教育長1名を除く）で
あり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を
含み、臨時又は非常勤職員、宇和島地区広域事務組合出向
職員等（平成19年６人及び平成20年７人）を除いています。

６　職員数の状況
（1）職員の採用状況（平成20年4月1日付け新規採用）

区　分
一般行政部門 特別行政部門

男性 女性 計 男性 女性 計

行政事務 1人 － 1人 － － 0人 

消防隊員 － － 0人 2人 － 2人 

管理栄養士 － 1人 1人 － － 0人 

合　計 1人 1人 2人 2人 0人 2人 

（3）職員の退職の状況（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

区　分
一般行政部門 特別行政部門 公営企業会計部門

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計

定年退職 7人 6人 13人 4人 5人 9人 3人 － 3人 

定年前退職 － 3人 3人 5人 1人 6人 2人 － 2人 

合　計 7人 9人 16人 9人 6人 15人 5人 0人 5人 

 （2）退職手当（平成20年４月１日現在）

区　分
愛南町 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50月分 30.55月分 23.50月分 30.55月分

勤続２５年 33.50月分 41.34月分 33.50月分 41.34月分

勤続３５年 47.50月分 59.28月分 47.50月分 59.28月分

最高限度額 59.28月分 59.28月分 59.28月分 59.28月分

その他の
加算措置

定年前早期
退職特別措
置（２～
20％加算）

定年前早期
退職特別措
置（２～
20％加算）

１人当たり
平均支給額

7,000千円 16,171千円

退職手当の
調整額

　職務の級等の区分に
応じた６段階の調整月
額を決め、職員の在職
期間のうち、その月額
が高い方から60月分の
合計額を調整額として
加算

　職務の級等の区分に
応じた６段階の調整月
額を決め、職員の在職
期間のうち、その月額
が高い方から60月分の
合計額を調整額として
加算

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成19年度に退職し
た職員に支給された平均額です。

（4）時間外勤務手当

平成19年度
決算

支給実績 86,309千円

職員１人当たり平均支給年額 220千円

平成18年度
決算

支給実績 76,156千円

職員１人当たり平均支給年額 191千円

（3）特殊勤務手当

平成19年度
決算

支給実績 5,985千円

支給職員１人当たり平均支給年額 93,516円

職員全体に占める手当支給職員の割合 12.1%

平成20年度 手当の種類（手当数） 9

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　愛南町職員の勤務成績の評定に関する規則に基づき、年2回
勤務成績の評定を行い、勤勉手当成績率に反映し、公務能率の
発揮及び増進を図っています。
　勤務評定は、評定を受ける職員の所属する管理職職員が評定
者として、所属職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行
い、副町長、収入役及び総務課長が調整者として、評定結果の
調整を行います。
　調整した評定結果は町長が最終確認をし、勤勉手当へ反映し
ています。
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③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

区　分
部　門

平成16年
計画前年

平成17年
1年目 

平成18年
2年目 

平成19年
3年目 

平成20年
4年目 

平成17～
20年計

一般行
政部門

減　員 △23人 △23人 △28人 △23人 △97人

増　員 11人 11人 2人 1人 25人

差　引 △12人 △12人 △26人 △22人 △72人

職員数 399人 387人 375人 349人 327人 327人

（注）１　計画期間は、平成17年から平成22年までの5年間です。
　　２　平成16年の職員数は平成16年10月1日現在、平成17年以

降の職員数は各年4月1日現在となっています。

（5）定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定
員管理の数値目標

平成17年
4月1日職員数

平成22年
4月1日職員数

純減数 純減率

人 人 人 ％

625 543 △82 △13.1

②　平成22年4月1日現在における定員の数値目標

　町民サービスの低下を招くことがないよう職員配置に配慮し

ながら、抜本的な事務・事業の整理、組織の合理化、職員の適

正配置に努めるとともに、民間委託、IT化（情報機器の導入）の

推進等により、職員数の抑制に全力で取り組んでいます。

　職員の増員については、専門分野（医療職、消防職員等）

の職員を中心に、原則として退職した職員の２割程度の補充

とし、適正な職員配置に努め、平成17年度から5年間で82人 

（13.1％）の職員数削減を目標とし、平成22年4月1日現在にお

いて職員数は543人（地方公務員の身分を保有する休職者及び派

遣職員等を含み、宇和島地区広域事務組合出向職員等除く）と

なる予定です。 

区　

分

20
歳
未
満

20
歳
〜
23
歳

24
歳
〜
27
歳

28
歳
〜
31
歳

32
歳
〜
35
歳

36
歳
〜
39
歳

40
歳
〜
43
歳

44
歳
〜
47
歳

48
歳
〜
51
歳

52
歳
〜
55
歳

56
歳
〜
59
歳

60
歳
以
上

計

職
員
数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

2 4 15 64 61 62 43 60 81 77 83 0 552 

構
成
比

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

0.4 0.7 2.7 11.6 11.1 11.2 7.8 10.9 14.7 13.9 15.0 0.0 100 

（注）　職員数は一般職に属する職員数（教育長1人を除く）であ
り、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含
み、臨時又は非常勤職員、宇和島地区広域事務組合出向職
員等（平成19年６人及び平成20年７人）を除いています。

７　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）勤務時間

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間

始業 終業 休憩時間 週休日

40時間 8時間 8時30分 17時30分 60分間 土・日曜日

（注）１　勤務場所によっては始業、終業、週休日などが異なる
場合があります。

　　 ２　各種申請等の窓口業務のある担当課では、交代で休憩
しています。

８　職員の分限及び懲戒処分の状況
（1）分限処分（平成19年度）

処分事由 地方公務員法 降任 免職 休職 降給 合計

勤務成績が良くな
い場合

第28条第1項第1号 － － － － 0件 

心身の故障の場合
第28条第1項第4号
　　　第2項第1号

－ － 1件 － 1件 

職に必要な適格性
を欠く場合

第28条第1項第3号 － － － － 0件 

職制、定数の改
廃、予算の減少に
より廃職、過員を
生じた場合

第28条第1項第4号 － － － － 0件 

刑事事件に関し、
起訴された場合

第28条第2項第2号 － － － － 0件 

失職した場合 第28条第4項    　  － － － － 0件 

合　　　　　計 0件 0件 1件 0件 1件 

（注）１　地方公務員法に基づき分限処分に付された者の状況を
示しています。

 　　２　２以上の理由により分限処分に付された場合は、主た
る処分事由により計上しています。

９　職員の服務の状況
（1）年次有給休暇（平成19年1月1日～同年12月31日）

総付与日数
（A）

総取得日数
（Ｂ）

全対象職員数
（Ｃ）

平均取得日数
（B/Ｃ）

消化率
（B/Ａ）

13,858日 2,596日 349人 7.4日 18.7%

（注）１　全対象職員数とは、平成19年1月1日から同年12月31日
までの全期間を在職した一般職員に限り当該期間の中途
に採用された者及び退職された者並びに当該期間中に育
児休業、休職の事由がある職員並びに派遣職員を除くも
のとし、それらの職員を除いた職員の使用した年次有給
休暇の合計数を総取得日数です。

　 　２　総付与日数とは、平成19年1月1日現在において各職員
に付与された日数（前年からの繰越分を含む）を全対象
職員にわたって合計したものです。

（2）育児休業等の取得状況（平成19年度）

区　　　　　　　分 男性 女性 合計

 育児休業取得者数 － 8人 8人 

 うち新規取得者数 － 2人 2人 

 部分児休業取得者数 － － 0人 

 うち新規取得者数 － － 0人 

 深夜勤務及び時間外勤務の制限請求者数 － － 0人 

 うち新規取得者数 － － 0人 

（注）１　部分休業とは、地方公務員育児休業等に関する法律第9
条に規定する部分休業です。

　　 ２　深夜勤務及び時間外勤務の制限とは、愛南町職員の勤
務時間、休暇等に関する条例第8条の3に規定する深夜及
び時間外勤務の制限です。

（4）年齢別職員構成の状況（平成20年4月1日現在）

（2）懲戒処分（平成19年度）

処分事由 地方公務員法 戒告 減給 停職 免職 合計

法令に違反した場合 第29条第1項第1号 － 1件 － － 1件

職務上の義務に違
反し又は職務を
怠った場合

第29条第1項第2号 1件 1件 － － 2件

全体の奉仕者たる
にふさわしくない
非行があった場合

第29条第1項第3号 － － － － 0件

合　　　　　計 1件 2件 0件 0件 3件

（注）１　地方公務員法に基づき懲戒処分に付された者の状況を
示しています。

 　　２　２以上の理由により懲戒処分に付された場合は、主た
る処分事由により計上しています。
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税
務
課
か
ら

個
人
住
民
税
の
寄
附
金
控
除

が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
！

都
道
府
県
、
市
区
町
村
に
対
す
る

寄
附
金

　

「
ふ
る
さ
と
」
に
貢
献
し
た
い
と

い
う
思
い
を
税
制
上
、
優
遇
さ
せ
る

た
め
、
個
人
が
都
道
府
県
や
市
区
町

村
に
寄
附
し
た
場
合
、
個
人
住
民
税

の
寄
附
金
税
制
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

　

愛
南
町
で
は
、
平
成
20
年
４
月
１

日
に
「
愛
南
町
ふ
る
さ
と
寄
附
金
制

度
」
を
創
設
し
、
そ
れ
に
伴
い
、
寄

附
金
税
制
（
平
成
20
年
分
か
ら
）
を

拡
充
し
て
い
ま
す
。

控
除
手
続
き
に
つ
い
て

　

個
人
住
民
税
の
寄
附
金
控
除
の
適

用
を
受
け
る
に
は
、
申
告
が
必
要

で
、
毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
に
行
っ
た
寄
附
に
つ
い
て
、
翌

年
３
月
15
日
ま
で
に
、
宇
和
島
税
務

署
へ
所
得
税
の
確
定
申
告
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
個
人
住
民
税
の
寄
附
金
税

額
控
除
だ
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
の
代
わ

り
に
、
愛
南
町
に
対
し
て
、
簡
易
な

申
告
書
に
よ
る
申
告
を
行
え
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
所
得
税
の

控
除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

県
・
市
町
が
条
例
で
指
定
し
た

法
人
や
団
体
に
対
す
る
寄
附
金

　

地
域
に
密
着
し
た
公
益
活
動
を
行

う
法
人
、
団
体
を
支
援
し
た
い
と
い

う
思
い
を
税
制
上
、
優
遇
さ
せ
る
た

め
、
個
人
が
こ
れ
ら
の
法
人
や
団
体

に
対
し
て
寄
附
し
た
場
合
、
平
成
20

年
分
か
ら
寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
し
た
。

寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象

　

愛
南
町
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
都
道

府
県
、
市
区
町
村
、
愛
媛
県
共
同
募

金
会
及
び
日
本
赤
十
字
社
愛
媛
県
支

部
に
加
え
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当

て
は
ま
る
法
人
、
団
体
に
対
す
る
寄

附
金
を
、
控
除
の
対
象
と
し
て
条
例

で
定
め
て
い
ま
す
。（
国
、
政
党
等

に
対
す
る
寄
附
金
は
除
き
ま
す
）

 

町
が
控
除
対
象
と
し
た
寄
附
金

①
県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る

法
人
又
は
団
体
に
対
す
る
寄
附
金

②
県
知
事
又
は
県
教
育
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
特
定
公
益
信
託
の
信

託
財
産
と
す
る
た
め
に
支
出
す
る

金
銭

③
そ
の
他
①
又
は
②
に
掲
げ
る
寄
附

金
又
は
金
銭
に
類
す
る
も
の
と
し

て
町
長
が
規
則
で
定
め
る
寄
附
金

又
は
金
銭

寄
附
金
控
除
の
方
式

改 

正 

前

改　

正　

後

所得控除方式により
適用対象寄附金

×
税率（10％）の軽減効果

税額控除方式により
都道府県・市区町村に対する寄
附金のうち適用下限額を超える
部分について、個人住民税所得
割の概ね１割を上限として所得
税と合わせて全額控除

適用下限額

10
万
円

５
千
円

改
正
前

改　

正　

後

個人住民税の寄附金控除の対象は、

①都道府県・市区町村

②住所地の都道府県共同募金会

③住所地の日本赤十字社支部に限定

上記に加え、所得税で寄附金控除の対象となって

いる寄附金の中から、都道府県・市区町村が条例

で指定することにより、個人住民税の寄附金控除

が受けられることになりました。

条
例
で
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
所
得
税
の
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
寄
附
金

①
指
定
寄
附
金

②
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

③
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

④
特
殊
法
人
等
の
う
ち
所
得
税
法
に
規
定
す
る
特
定
公

益
増
進
法
人
に
該
当
す
る
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

⑤
公
益
社
団
・
財
団
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

⑥
学
校
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

⑦
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

⑧
更
生
保
護
法
人
に
対
す
る
寄
附
金

⑨
認
定
特
定
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と

す
る
た
め
に
支
出
し
た
金
銭

⑩
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
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保健福祉課から

一時保育事業についてお知らせします！

宇
和
島
税
務
署
か
ら

お
早
め
に

　

春
の
確
定
申
告
！

　愛南町では、子育て家庭を応援するため、一時保育事

業を緑保育所で実施しています。

　平成21年度４月から、一時保

育の利用を希望される方は、登

録申請が必要です。申請書は、

保健福祉課・各支所住民福祉

課・町内の保育所・幼稚園に用

意していますが、詳細について

は、保健福祉課（℡72－1212）に

問い合わせください。

実施
保育所

愛南町立緑保育所（℡0895－72－0897）

対象児童
保育所に入所していない満1歳から小学校就学
前までの集団保育可能な児童

利用日数

私的理由のとき、月15日以内
（パート就労・買い物・リフレッシュなど）

緊急のとき、１ヵ月以内
（保護者の傷病・入院・ご家族の看護など）

保育時間
月～金・8時30分～16時30分

土曜日・8時30分～12時30分
（ただし、年末年始・祝祭日・臨時休所を除く）

保育料
4時間未満、  900円（ただし、昼食をとらない場）4時間以上、1,500円  合は250円を減額します
生活保護世帯は免除

利用登録
の方法

①緑保育所へ面接日予約を電話
②緑保育所へ申請書提出と同時に児童同伴で面接
③審査・決定
④保護者に承諾書等を送付
  （承諾書に「登録番号」を記載しています）

利用申込
電話で、緑保育所へ「登録番号」を伝えて、利用日
の予約（前日～1ヵ月前まで）をしてください。

改
正
前

改　

正　

後

対象となる寄附金
×

税率（10％）の軽減効果

対象となる寄附金のうち、５，０００円を
超える部分に、次の率を乗じた額が寄
附をした翌年の個人住民税額から軽
減されます。
　住所地の都道府県が指定した
　寄附金…………………………４％
　住所地の市区町村が指定した
　寄附金…………………………６％
（住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附
金の場合、10％）

寄
附
金
控
除
の
内
容
は

　

愛
南
町
で
は
、
愛
媛
県
と
基
本
的

に
は
同
一
の
法
人
、
団
体
を
指
定
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
県
民

税
分（
４
％
）
と
町
民
税
分（
６
％
）
を

合
わ
せ
、
10
％
の
軽
減
率
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

控
除
手
続
き
に
つ
い
て
は

　

都
道
府
県
、
市
区
町
村
に
対
す
る

寄
附
金
の
場
合
と
、
基
本
的
に
は
同

じ
で
す
が
「
個
人
住
民
税
の
特
例
控

除
」
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

都
道
府
県
、
市
区
町
村
へ
の
寄
附
を

含
め
、
寄
附
金
税
額
控
除
を
受
け
ら

れ
る
の
は
、
総
所
得
金
額
の
30
％
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
も
確
定
申
告
の
時
期
に
な
り

ま
し
た
。

　

申
告
と
納
税
は　

所
得
税

　
　
　
　
　
　

３
月
16
日（
月
）

　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

　
　
　
　
　
　

３
月
31
日（
火
）ま
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
申
告
書

を
作
成
し
よ
う
！

　

確
定
申
告
書
等
の
作
成
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」（
国
税
庁（e-T

ax

）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス 

h
ttp
://

w
w
w
.nta.g

o
.jp

）を
利
用
し
て
簡
単

に
作
成
で
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該

コ
ー
ナ
ー
で
作
成
し
た
申
告
書
は
、

Ａ
４
の
普
通
紙
に
出
力
し
、
郵
送
等

で
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
、
宇

和
島
税
務
署
（
℡
０
８
９
５
―

２
２
―

４
５
１
１
）
へ
気
軽
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。



18広報　　　　　　　　平成21年2月号

生
涯
学
習
課
人
権
啓
発
室
か
ら

正
し
い
人
権
意
識
を

育
て
る
た
め
に
！

財
産
管
理
課
か
ら

町
有
地
売
払
い
の

お
知
ら
せ
！

講師

秋本良
よしつぐ

次さん

総
務
課
か
ら

安
全
、
安
心
な
暮
ら
し
を

築
こ
う
！

表彰を受ける

石川芳
よし

洋
ひろ

総務課長

　

御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー
で
、

正
し
い
人
権
意
識
を
身
に
付

け
る
た
め
、
町
職
員
と
教
職
員
、
町

　

利
用
す
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
次
の
土

地
を
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
売
却
し
ま

す
。
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
是
非
参

加
し
て
く
だ
さ
い
。

入
札
参
加
受
付
期
間

　

土
日
・
祝
祭
日
を
除
く
、
２
月
16
日（
月
）

か
ら
３
月
９
日（
月
）17
時
30
分
ま
で
。
入
札

参
加
に
必
要
な
書
類
は
、
財
産
管
理
課
窓
口

に
備
え
付
け
て
い
ま
す
が
、
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
、
入
札
参
加
の
申
込
手
続
き
等

が
閲
覧
で
き
ま
す
。

入
札
書
の
提
出
期
限

　

４
月
６
日（
月
）17
時
30
分

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　

４
月
８
日（
水
）14
時
〜

　

城
辺
社
会
福
祉
会
館
３
階
中
ホ
ー
ル

入
札
方
法

　

右
記
の
と
お
り
開
札
を
行
い
、
予
定
価
格

以
上
の
最
高
価
格
の
入
札
者
を
も
っ
て
落

札
者
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
同
一
物
件
に
対

す
る
最
高
落
札
提
示
者
が
複
数
の
場
合
は
、

直
ち
に
く
じ
引
き
に
よ
り
落
札
者
を
決
定

し
ま
す
。

現
地
説
明
会

　

希
望
に
よ
り
現
地
説
明
を
行
い
ま
す
。

※
入
札
参
加
資
格
の
確
認
が
必
要
で
す
の

で
、詳
し
く
は
財
産
管
理
課
管
財
係（
℡
７
２

―

７
３
１
０
）に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

所在地
登
記
簿

現
況 面積 農業振興

地域 接面道路 予定価格 売却用途 摘要

城辺乙
367番1

田 田

182㎡
（約55坪）

指
定
外

町道土居
２号線

（幅員３ⅿ
～４ⅿ）

１,８３２,０９０円
（２,２１０円/㎡）

農地法第３
条での売払
い（農業委
員会が発行
する買受適
格証明書が
必要）

境界確認に
よる測量済
み。
用排水路あ
り。
南宇和高校
実習田跡地

城辺乙
437番1、
438番2

647㎡
（約196坪）
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議
会
議
員
を
対
象
に
「
人
権
・
同
和

教
育
研
修
会
」
を
行
い
ま
し
た
。

　

研
修
会
で
は
、
愛
媛
大
学
法
文
学

部
非
常
勤
講
師
の
秋
本
良よ

し

次つ
ぐ

先
生
を

講
師
に
招
き
「
と
ん
で
も
な
い
思
い

込
み
」
と
題
し
た
講
演
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、「
差
別
を
始
め
と
し
、

普
段
の
生
活
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
対
し
て
事
実
確
認
も
せ
ず
、
思
い

込
み
だ
け
で
物
事
を
判
断
し
て
い
る

こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
自
分
に
気
付
き
、
日
々
謙
虚
に
学

習
す
る
こ
と
が
人
権
意
識
の
高
揚
に

つ
な
が
る
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

愛
南
警
察
署
で
、
四
国
ブ
ロ
ッ
ク

暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
協
議

会
か
ら
「
愛
南
町
」
が
、
暴
力
追
放

功
労
団
体
と
し
て
表
彰
を
受
け
ま
し

た
。
こ
の
受
賞
は
、
合
併
前
か
ら
旧

町
村
合
同
で
「
南
宇
和
郡
暴
力
追
放

Ｊ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
大
会
」
を
実
施
し
、
以

後
、
２
年
に
一
度
、
実
施
し
て
い
る

こ
と
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

今
後
も
、
暴
力
か
ら
住
民
の
皆
様

の
暮
ら
し
が
守
ら
れ
る
「
安
全
、
安

心
な
町
」
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。

 12/
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南
予
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら

「
愛
大
南
水
研
か
ら
、

　
　
　
　

こ
ん
に
ち
は
」！京都大学・生態学

研究センター教授

中野　伸
しん

一
いち

さん

水
産
課
産
業
振
興
室
か
ら

「
愛
南
日
帰
り
か
つ
お
」の

　

ブ
ラ
ン
ド
化
を
め
ざ
し
て
！

　

平
成
20
年
９
月
末
ま
で
、
南
予
水
産
研
究
セ
ン

タ
ー
（
以
下
、
南
水
研
）
環
境
科
学
研
究
部
門
・

漁
場
環
境
科
学
分
野
に
い
ま
し
た
。
現
在
は
、
京

都
大
学
・
生
態
学
研
究
セ
ン
タ
ー
水
域
生
態
科
学

部
門
の
教
授
で
あ
り
、
南
水
研
で
は
客
員
教
員
と

し
て
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
の
専
門
は
、
水
圏
の
微
生
物
生
態
学
で
す
。

特
に
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
（
水
中
を
浮
遊
す
る
生
物
の

総
称
で
、
多
く
は
大
き
さ
１
ミ
リ
以
下
の
生
物
）

の
食
う
、
食
わ
れ
る
関
係
（
食
物
連
鎖
）
に
つ
い

て
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
愛
南
町
と
は
、

10
年
間
の
付
き
合
い
が
あ
り
、
愛
媛
大
学
在
籍
中

に
内
海
湾
と
福
浦
湾
の
沿
岸
海
域
環
境
調
査
を

行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
調
査
で
は
、
水
温
や
透

明
度
な
ど
の
物
理
学
的
環
境
項
目
、
窒
素
や
リ
ン

の
濃
度
と
い
っ
た
水
質
に
関
わ
る
化
学
的
環
境
項

目
、
さ
ら
に
細
菌
や
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
と
い
っ

た
生
物
学
的
環
境
項
目
を
調
べ
、
こ
れ
ら
の
情
報

か
ら
漁
場
の
現
状
や
健
全
性
を
総
合
的
に
判
断

し
、
愛
南
町
や
漁
協
の
皆
様
へ
情
報
提
供
し
て
き

ま
し
た
。

　

水
産
業
は
生
物
を
扱
う
産
業
で
あ
る
た
め
、
海

域
生
態
系
に
お
け
る
生
物
学
的
現
象
の
解
明
は
、

こ
の
産
業
に
と
っ
て
重
要
で
す
。
魚
類
養
殖
場
で

は
、
残
餌
の
蓄
積
に
よ
る
底
泥
の
無
酸
素
環
境
化

と
富
栄
養
化
が
、
漁
場
生
態
系
の
劣
化
を
引
き
起

こ
し
て
い
ま
す
。
真
珠
養
殖
で
用
い
ら
れ
る
ア
コ

ヤ
ガ
イ
は
、
生
活
史
（
い
わ
ゆ
る
一
生
で
す
）
の

中
で
、
幼
い
時
期
は
極
め
て
微
細
な
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
（
細
菌
や
超
微
細
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
な
ど
）

を
食
べ
、
成
長
す
る
と
大
型
の
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
を
食
べ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
真
珠
養
殖
漁
場
で

は
、
全
て
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
滞
り
な
く
生
ま
れ

て
死
ん
で
ゆ
く
健
全
な
循
環
シ
ス
テ
ム
（
食
物
連

鎖
）
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
達

は
、
漁
場
の
現
状
を
深
く
理
解
し
、
適
切
な
漁
場

管
理
を
実
現
し
、
健
全
か
つ
良
好
な
環
境
の
下
で

良
質
な
水
産
物
と
高
い
生
産
力
を
維
持
し
な
が

ら
、
末
永
く
海
と
付
き
合
っ
て
い
か
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
科
学
の
役
割
が
こ

れ
か
ら
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
、
特
に
長
期
に
わ

た
っ
て
継
続
さ
れ
る
沿
岸
・
漁
場
環
境
の
科
学
的

監
視
が
重
要
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

私
は
南
水
研
で
、
今
後
も
宇
和
海
沿
岸
環
境
の

諸
課
題
に
関
わ
れ
る
こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
思
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

　

愛
南
漁
協
深
浦

本
所
厚
生
施
設

で
、
漁
協
職
員
、

漁
協
仲
買
人
等
を

対
象
に
「
愛
南
日

帰
り
か
つ
お
ブ
ラ

ン
ド
化
事
業
説
明

会
」
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
こ
の
事
業

は
、
愛
南
漁
協
が
農
林
水
産
省
の
「
農
林
水
産
物

地
域
・
食
品
ブ
ラ
ン
ド
化
支
援
事
業
」
の
採
択
を

受
け
、
取
り
組
ん
で
い
る
「
日
帰
り
か
つ
お
の
ブ

ラ
ン
ド
化
」
で
す
。
今
年
度
は
、
日
帰
り
か
つ
お

の
ブ
ラ
ン
ド
力
調
査
と
第
三
者
評
価
等
の
情
報
収

集
を
中
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

今
回
の
説
明
会
で
は
、
愛
媛
県
農
林
水
産
研
究

所
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
西
川

さ
と
し

智
専
門
員
に
よ
る

「
日
帰
り
か
つ
お
の
品
質
調
査
」、
藤
田
知と

も

右あ
き

愛
南

漁
協
販
売
課
長
か
ら
「
10
月
・
11
月
に
松
山
市
内

で
行
っ
た
３
つ
の
イ
ベ
ン
ト
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
松
山
を
中
心
と
し
た
Ｐ
Ｒ
活
動
の
強

化
と
、
地
元
の
水
産
関
係
者
や
飲
食
店
等
と
の
連

携
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
予
定
で
す
。
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保健事業のお知らせ（２月）

環
境
衛
生
課
か
ら

２
月
の
犬
・
ね
こ
の
引
取
日

は
、次
の
と
お
り
で
す

町
民
課
か
ら

国
民
年
金
の

　

手
続
き
に
つ
い
て
！

　

４
日
・
18
日

　

水
曜
日
の
８
時
30
分
〜
10
時

３
月
の
引
取
日
は
、

　

４
日
・
11
日
・
18
日

　

水
曜
日
の
８
時
30
分
〜
10
時

乳幼児健康診査

内　容 月　日 曜日 場　所 対象者

５歳児健診 2月10日 火
城辺保健福祉
センター

平成１５年１２月１日～
平成１６年１月３１日生

３歳児健診 2月17日 火 平成１７年１１月１日～１２月３１日生
乳児健診 2月24日 火 平成２０年８月１日～９月３０日生

育児相談

内　容 月　日 曜日 場　所 受付時間

みるく広場 2月  6日 金 一本松保健センター   ９：３０～１１：３０

育児相談 2月10日 火
西海支所２階
親子ふれあい交流室

  ９：３０～１１：３０

みなみっ子 2月23日 月 御荘夢創造館   ９：３０～１１：３０

すくすく相談 2月25日 水
城辺保健福祉
センター

１３：３０～１５：００

その他

内　容 月　日 曜日 場　所 時　　間

病態栄養相談 2月13日 金
城辺保健福祉
センター

１３：３０～１５：３０
事前申込み

両親学級
「かるがも教室」

2月15日 日
城辺保健福祉
センター

  ９：３０～１１：３０
事前申込み

乳児栄養相談
「もぐもぐ教室」

2月26日 木
城辺保健福祉
センター

１３：３０～１５：３０
事前申込み

　

引
取
り
に
つ
い
て
は
、
決
め
ら
れ
た

時
間
内
に
、
認
め
印
を
持
っ
て
環
境
衛

生
課
又
は
各
支
所
地
域
振
興
課
ま
で

連
れ
て
来
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
飼
い

犬
・
飼
い
ね
こ
の
場
合
は
、
有
料（
愛

媛
県
収
入
証
紙
が
必
要
）で
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
環
境
衛
生
課
（
℡
７
２
―

７
３
１
６
）へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
の
加
入
者
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

 

第
１
号
被
保
険
者（
手
続
き
は
役
場
）

　

保
険
者
は
、
自
営
業
者
、
農
林
漁

業
者
や
会
社
を
離
職
さ
れ
た
方
な

ど
と
そ
の
配
偶
者
、
学
生
の
方
々
で

す
。

 

第
２
号
被
保
険
者（
手
続
き
は
勤
務
先
）

　

保
険
者
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公

務
員
で
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に

加
入
の
方
々
で
す
。

 

第
３
号
被
保
険
者（
手
続
き
は
役
場
）

　

保
険
者
は
、
厚
生
年
金
・
共
済
組

合
の
加
入
者
（
第
２
号
被
保
険
者
）

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
で
す
。

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者
は
、
配
偶
者
の
勤
務
先

を
経
由
し
て
手
続
き
を
し
ま
す
が
、

配
偶
者
が
離
職
し
た
場
合
や
扶
養
さ

れ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、お
住
ま
い
の

役
場
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
１
号
被
保
険
者
で
、
学
生
な
ど
収

入
が
少
な
い
た
め
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
・
免

除
と
な
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」
「
保
険

料
免
除
・
一
部
納
付
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。

　

免
除
の
承
認
は
、
被
保
険
者
・
配

偶
者
及
び
世
帯
主
の
前
年
の
所
得
を

基
準
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
失
業
等
で
現
在
収
入
が

無
い
場
合
は
、
特
例
に
よ
り
認
め
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
年
金

手
帳
、
印
鑑
及
び
失
業
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
等
を
持
参
の
う
え
、
住
民
票

の
あ
る
役
場
に
免
除
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

手
続
き
等
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、

町
民
課
又
は
社
会
保
険
事
務
所
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

今
月
の
社
会
保
険
・

　
　
　
　

年
金
一
日
相
談

　

○
２
月
20
日（
金
）

　
　

10
時
〜
15
時
30
分

　
　

（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）
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税
務
課
等
か
ら
！

２
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

２・３月行事予定表

第１日曜日   1日 福岡医院 一 本 松 ☎84-3600

第２日曜日   8日 竹本医院 城 辺 乙 ☎72-3271

建国記念日 11日 内海診療所 柏 ☎85-0341

第３日曜日 15日 松本クリニック 一 本 松 ☎84-2001

第４日曜日 22日 西本病院 御荘平城 ☎73-2121

備考１．診療時間は午前９時から午後４時まで。
　　２．診療科目は内科系の救急患者とします。

日曜日・祝祭日 県立南宇和病院 城 辺 甲 ☎72-1231

２月の当直医
一　般　内　科

救　急　担　当

固

定

資

産

税

4期分/

4期分

国

民

健

康

保

険

税

9期分/

10期分

介

護

保

険

料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

8期分/

9期分

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、
ま
ず
督
促
状

に
よ
っ
て
納
税
を
促
し
て
い
ま
す
。
町
税
を
滞

納
さ
れ
ま
す
と
、
本
来
、
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益
費
、
駐
車

場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当
月
分
が
月
末
に
振
替

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
該
当
日
が
休
日
の
場
合

は
、
翌
日
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
・
簡
易
水
道
使
用
料
の
振
替

日
は
毎
月
21
日
、
再
振
替
日
は
翌
月
の
10
日

で
す
。

城　辺

中
玉
バ
ス
停
跡
、
深
浦
鼻
前
、
久
良
・
深
浦
各
公
民
館
、
小
屋
の
浦
・
古
月
・

鯆
越
・
脇
本
各
集
会
所

2/26

3/27

僧
都
ふ
れ
あ
い
交
流
館
、
緑
公
民
館
、
三
島
団
地
、
愛
南
町
役
場
、
山
出
・

太
場
・
豊
田
各
集
会
所

2/24

3/25

城
の
辺
学
習
館
、
東
海
公
民
館
、
松
本
・
蓮
乗
寺
・
敦
盛
各
集
会
所

2/20

3/23

西　海

中
泊
埋
立
駐
車
場
、
西
海
支
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
外
泊
・
内
泊
・
船
越
・
小
浦
・

弓
立
・
越
田
各
集
会
所

2/18

3/18

武
者
泊
消
防
車
庫
前
、
麦
ケ
浦
バ
ス
停
裏
、
福
浦
駐
在
所
手
前
、
樽
見
小
学
校

跡
、
大
成
川
・
小
成
川
・
下
久
家
・
久
家
各
集
会
所

2/16

3/16

一本松

内
尾
串
駐
輪
場
、
旧
郵
便
局
、
上
大
道
公
民
館
、
広
見
・
中
川
各
コ
ミ
セ
ン
、
満

倉
・
小
山
本
村
・
正
木
各
集
会
所

2/12

3/12

内海

大
敷
貞
芳
作
業
所
、
荒
樫
、
魚
神
山
亀
井
作
業
場
、
船
越
運
河
、
油
袋
漁
民
セ
ン

タ
ー
、
旧
川
村
光
夫
作
業
場
、
ゆ
ら
り
内
海
裏
、
内
海
支
所
、
平
碆
・
柏
崎
・

各
集
会
所

2/10

3/10

御　荘

馬
場
消
防
詰
所
横
、
和
口
住
宅
駐
車
場
、
和
口
第
２
・
節
崎
・
馬
瀬
・
深
泥
・

寺
新
町
各
集
会
所

2/6

3/6

菊
川
公
民
館
、
御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー
、
平
山
・
長
洲
・
長
崎
・
貝
塚
・
八
幡
野
各

集
会
所

2/4

3/4

漁
村
振
興
セ
ン
タ
ー
、
御
荘
中
学
校
、
赤
水
・
長
月
各
公
民
館
、
猿
鳴
・
左
右
水
・

尻
貝
・
高
畑
各
集
会
所

2/2

3/1

２、３月の新聞・雑誌・ダンボール等、収集日のお知らせ!

日 曜 時　間 行事名 場　所

1 日

  8：00～12：00
第４回愛南町ふれあい
健康マラソン大会

御荘Ｂ＆Ｇ
海洋センター

11：30～
ぎょショック！ツアー
愛南かき食べ放題

道の駅みしょう
ＭＩＣほか

4 水 13：30～15：00
介護教室②
お口（口腔）の話

実習
西浦公民館

7 土

  9：30～14：40 野鳥自然観察会 須ノ川・節崎

11：30～
ぎょショック！ツアー
愛南かき食べ放題

道の駅みしょう
ＭＩＣほか

8 日

11：30～
ぎょショック！ツアー
愛南かき食べ放題

道の駅みしょう
ＭＩＣほか

13：00～15：00 女性の集い
御荘文化
センター

9 月 13：00～17：00 心の健康相談
城辺保健
福祉センター

15 日 11：30～
ぎょショック！ツアー
愛南かき食べ放題

道の駅みしょう
ＭＩＣほか

18 水

13：00～15：00 行政相談
御荘文化
センターほか

13：30～15：00
介護教室③
栄養の話

グループワーク
西浦公民館

20 金 10：00～15：00 人権相談 城の辺学習館

21 土

14：30～15：30 読み聞かせ 御荘夢創造館

19：00～21：00
ほっとなんよ
青年未婚者交流会

ホテル
サンパール

22 日 14：00～15：00 作って遊ぼう 御荘夢創造館

23 月 13：00～17：00 心の健康相談
城辺保健
福祉センター

28 土 11：30～
ぎょショック！ツアー
愛南かき食べ放題

道の駅みしょう
ＭＩＣほか

３月

9 月 10：00～17：00
平成21年第１回
愛南町議会定例会

愛南町役場議場

11 水 13：00～15：00 行政相談
御荘文化
センターほか

19 木 10：00～15：00 人権相談 城の辺学習館

愛いっぱい愛南産直市
2月3日（火）～9日（月）

時間  10：00～19：00　場所  三越松山店

指定管理制度セミナーin愛南町
　　　　　日時  3月7日（土） 9：00～18：00

　　　　　場所  ホテルサンパール

詳しくは、山出憩いの里温泉（℡72－6263）へ


